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「機関車労働組合」の職能的性格 

 

 2020年 9月／川村潤 

 

 機関車労働組合（機労）は、国鉄労働組合から脱退した組合員が１９５１年に結成

した労働組合で、のちに国鉄動力車労働組合（動力車労組）と改称し、１９６０年代、

７０年代に激しい順法闘争やストライキで名を馳せ、１９８７年の国鉄分割・民営化

＝ＪＲ誕生の立役者となり、その年に解散するという経緯をたどっている。 

 結成前後に強く見られたその職能的な性格を以下明らかにする。 

 

国鉄労働組合の誕生 

 

 １９４５年８月１５日の敗戦を経て、日本の労働運動が急激に活発化するのに比し

て、国鉄の労働運動は当初必ずしも迅速に立ち上がったわけではなかった。戦前・戦

中と抑圧されていた労働者が解放され、意欲に満ちて活動し始めたのを横目に見なが

ら、国鉄ではむしろ当局自らが職場の指導者らを集め労組結成に乗り出した。１１月

に戦争中の奉公会を改組し職場ごとに鉄道委員会を設け、そこから労働組合への移行

を指導しようとしたのである。 

 他方で、敗戦によってはじめて活動の自由を獲得し、急進的な運動の担い手になっ

た共産党や社会党に属する人びとが、労働運動にとって戦略的な位置にある国鉄労働

者に積極的な働きかけをおこなっていた。これらの働きかけと国鉄以外の労働運動の

活発化に触発されて、国鉄内部にも自主的労働運動の流れが作られるようになった。 

 国鉄当局の指導と自発的運動とが絡み合いながら、終戦の年の末には多くの従業員

組合やその連合会が作られるに至った。この地方管理局ごとの連合組織をまとめ全国

的な中央組織とするために、１９４６年２月２７日、国鉄労働組合総連合会（国鉄総

連）の結成大会が開催され、３月１５～１６日の第１回中央委員会で、宣言、綱領、

規約、役員を決定した。組織人員５０万８６５６人で、当時の日本の全労組員の約１

割を占める大労組であった。 

 国鉄総連は、同年９月の人員整理の撤回を求めるストライキ、翌４７年の２・１ゼ

ネストと続く、その盛り上がりの中で１９４７年６月４日に単一組織に改組する国鉄

労働組合の結成大会を開くに至った。 

 一方、この流れは機関士らが不満を蓄積させる過程にもなった。戦前来、国鉄には

強固な身分制が支配し、機関車乗務員に特別待遇の賃金を付与していたが、戦後の民

主化が身分制度の打破につながり、かつインフレと大幅賃上げ、生活給主体の配分に

より、他系統職員との格差が急速に縮小し、機関車乗務員の既得権が崩壊していった

のだ。 
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 以下、その事情をたどる。 

 

戦前・戦中の機関士の処遇 

 

 大日本帝国憲法は、天皇の大権として官吏制度と任用を定めるとしており、官吏は

「天皇の官吏」とされ、公法上の特別権力関係に基づき、厚い身分保障と特権を伴っ

ていた。官吏の階層は、親任官、勅任官、奏任官からなる高等官とその下の判任官に

分類され、鉄道院総裁は天皇の官吏として最高位の親任官であり、以下幹部職員の勅

任官―奏任官という秩序が現業員内部にまで及ぼされて、判任官―鉄道手―雇員―傭

人という身分階層制がしかれていた。 

 この中で、機関士は特殊な扱いを受け、現場の職員の中で唯一判任官試験を受けて

官吏となることができた。そして、その身分に相応して賃金の格差も大きく、しかも

同じ乗務員である機関士と電車運転士との間にも大きな格差があった。判任官・鉄道

手である機関士は制服に二本筋、雇員たる乗務員は一本筋で区別された。 

 機関士が月給制であるのに対して、雇員、傭人であった駅員や保線員は日給制で、

よほど大きな駅長にでもならない限り、機関士の賃金に並ぶことができなかった。傭

人にあっては制服貸与や超過勤務手当もなく、賞与も極端に少なかった。 

 

民主化の進行と機関士の不満 

 

 この構造は、１９４５年８月の敗戦とともに大きく変化する。戦後に始まった地方

管理局ごとに結成された労働組合は、生活を維持する賃金を求めるとともに、身分制

度の撤廃を求める要求を行った。「反民主的幹部の追放」「学閥の打破」「旅費の差別撤

廃」「制服の貸与」などの諸要求に始まり、次第に身分制度の修正と連動した給与面の

改革を求める動きを強めるようになった。１９４６年４月には、高等官俸給令、判任

官俸給令を廃止して新たな俸給令を制定したことで、判任官という身分が消滅すると

ともに、傭人という身分もほとんど消滅するに至った。 

 合わせて、戦後の急激なインフレーションに対応する賃金引き上げが、年齢・扶養

家族を考慮した生活給として支払われることによって、身分上の賃金格差が急速に縮

小していった。 

 この身分格差の解消は、石炭事情の悪化もあり劣悪な乗務労働を強いられていたこ

とと重なって、機関士に強い不満を生じさせることになった。国鉄労組にあって機関

士の独自要求が最初に見られるのは１９４７年１０月１６～１９日の第２回国鉄労

組臨時大会においてであった。運転協議会として提出した「機関区分」の項目にあり、

「動力車乗務員の特殊給を支給せよ」という内容であった。 

 この国鉄労組大会で、「２・１ストの戦術が現実に適合しないときその打開の唯一
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の戦術が地域闘争である」（鈴木市蔵）という左派の意見と「賃金その他は支部の地域

闘争から分を越したもので非合法なものである。（地域闘争は）それを合法的に見せ

かけるにすぎない」（星加要）という右派執行部が対立、その他の課題でも左右が激烈

に争う中で、機関士の要求は議論の俎上にものぼらなかった。ちなみにこの大会の左

右の争いは左派の勝利をもって終わり、大会翌日１０月２０日に右派は「国鉄反共連

盟結成準備会」を設立することになる。 

 

機関士たちの秘密交渉 

 

 先の機関士の要求は、国鉄労組内の一機関である機関区連盟でまとめられたものだ

った。国鉄労組内に職能的利害を調整する機関として、職種別協議会が設けられてお

り、１９４６年１０月に運転協議会が作られ、翌４７年７月３１日～８月１日の全国

運転協議会で機関区連盟、電車区連盟、検車区連盟という３分科会が位置づけられて

いた。後に機労結成に進むことになる機関士たちはこの機関区連盟のもとに参集した。 

 そして、国鉄労組大会で左右の争いに隠れてその要求が斥けられていた背後で、機

関区連盟は国鉄内の運行を司る部局である運転局と密かに交渉を繰り返していたの

であった。国鉄労組大会が行われた４７年１０月には運転局より「責任技量手当」の

支給が提案され機関区連盟内で議論されているが、賃金・手当を所管する職員局給与

課に知らされないままで、発覚後、職員局は運転局に不満を表明していた。 

 このような流れを受けて開催された、４７年１１月１４～１６日の機関区連盟委員

会は、国鉄労組に対して機関区連盟の姿勢を明確に打ち出す場となった。 

 その第一は、運転協議会の機構改革をはかるための５項目要求である。その内容は、

①運協本部（労組の認めた６名）を各分科の連絡機関とする。②運協の本部は各分科

の連合であること。③各分科はそれぞれあらゆる事態の生起にたいし、その自主性を

拘束されないこと。④現在の各局１名代表による組織は根本的に改正すること。⑤経

費について労組本部予算は適当に３分し、組合員による会費の予算は各分科において

処理すること。 

 この要求の意図は、組織上も財政上も、運転協議会の権限を弱め、機関区連盟を職

能的利害を代表する主体とすることにあった。加えて、「機関区連盟を将来職能協議

会として労組本部に認めさせることを前提にして」組織強化を図ることを決め、名称

を「機関車連盟」と改めた。 

 その第二は、言うまでもなく「動力車乗務員の特殊給を支給せよ」に代表される機

関士の処遇を他職と比較して大幅に改善するという要求である。運転局提案の「責任

技倆手当」が非公式に報告された際、「運転人の優位をかち得るには」「完全でなくて

も一刻も早く実現する」という決定がなされたように、機関士への優遇措置を求める

強い欲求を基礎としたものだ。 
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 第三は、このことと矛盾するようであるが、機関士以外の機関区内の他職種の待遇

改善を求めていることだ。機関区には機関士・機関助士などの乗務員の他に、検査掛、

炭水手、技工、庫内手、事務掛、倉庫手などがおり、その多くは雇人、傭人で、技工

は日給、制服無支給など低い処遇に置かれていた。その賃金引き上げや制服貸与の要

求をはじめ、汚損職への石けん・タオルの支給などを求めるものだった。 

 これは機関区内部では労務職の待遇平等化要求を支持して団結し、外に向かっては

機関士の高い地位を維持回復しようとする運動であった。この機関区連盟委員会で打

ち出された機関区を基礎とした独特の要求形態こそ、機労結成の素地となり、その後

ＪＲ発足で解散となるまで続く、機関区の労働者の活力の源泉であった。 

 

「２９２０円ベース」がもたらしたもの 

 

 さて、機関車連盟へと改称し独自の道を歩み始めた機関区労働者が次に直面したの

が、かの「２９２０円ベース」であった。 

 この問題に立ち入る前に「ベース賃金方式」について触れる。 

 労働攻勢が激しさを増す中で労働側は１９４７年２月１日の通称「２・１スト」を

計画するが、決行前日にＧＨＱの命令で中止させられる。このストライキの主要な課

題が賃金引き上げであったことから、政府はスト中止後ただちに対応を迫られること

になった。２月２０日に官公職員待遇改善準備委員会（官待）が設置され、賃金体系

の骨子を基本給（生活保障給と能力給）と地域給（都市給と寒冷地給）とし、１６０

０円の水準で決着した。その後、社会党片山政権が誕生しそのもとに策定されたのが、

工業３５業種の業種別平均賃金の平均値としての１８００円を公務員給与に適用す

るという賃金決定方式であった。７月に片山内閣が「１８００円ベース」を正式に決

定・発令し、以降、官公労労働者の賃金決定にこの業種別平均賃金に基づく「ベース

賃金」が適用されることになる。 

 ただし、先に述べた官待策定による賃金体系は電算型賃金を踏襲し、年齢や家族構

成に基づく生活給的なもので、機関車連盟が求めていた「動力車乗務員の特殊給」と

はほど遠いものであったことに留意する必要がある。 

 その次に出てくるのが１９４８年の「２９２０円ベース」であるが、その前段の「１

８００円ベース」をめぐる議論の中で政府より「職階制の導入」が提起されている。

「職階制」に基づく賃金制度とは、官公庁などで多様な職務を、内容の複雑性、困難

性、責任性などに応じていくつかのグループに分類整理し、そのグループごとの賃金

引き上げのルールをつくるというものだ。 

 政府は前年末に中央労働委員会が賃金決定に関する調停案として提出していた公

労使による「臨時給与委員会」を設置し、官公労に参加を呼びかけた。全逓以下の左

派系の官公労はボイコット、民同右派の主導下にあった国鉄労組のみが委員を送ると
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いう結果になった。労働側は国鉄労組のみという臨時給与委員会は、職階制の強化を

含んだ「２９２０円ベース案」をまとめ、４８年２月２７日に閣議決定された。全逓

などは「地域闘争」と称して職場単位のゲリラ的なストライキを頻発させたが、ＧＨ

Ｑの「地域ストなど一連の争議行為は２・１スト禁止令に抵触する破壊的行為」とす

る指示を受け、３月に終息させられた。こうして、「２９２０円ベース」は日本の賃金

制度に「職階制賃金」を導入する出発点として歴史に刻まれたのであった。 

 

機関車連盟の誤算 

 

 万人平等主義的生活給要求が国鉄労組をはじめ一般的な風潮であったこの時代に、

職種による賃金階梯を制度化しようという「職階制賃金」は、「動力車乗務員の特殊

給」の実現を切望する機関士たちに期待をもたせた。 

 「２９２０円ベース」に基づき国鉄労使が決めた賃金制度は、職務のウエイト別に

１２ランク、３８段階の序列からなる職階制賃金で、この内容はその後の職階秩序の

確立の基礎をなすものとなった。 

 しかし、現実の賃金改定においては、管理職に配分の重点が置かれたことで身分制

の回復にはなったものの、機関士等の既得権の回復につながらなかった。「職階制」が

導入されても賃金配分を国鉄労組本部と国鉄職員局の交渉に任せていては、機関士の

処遇が改善しないことが突きつけられたのだ。 

 そればかりか、以前は機関士等の下位職であった職種につく者が賃金において上回

るという転倒さえ見られ始めたのだ。機関士のような責任職務は事故を起こすと昇給

停止を食うため、他職務に比べて長い間には当初設けられたわずかな差が消滅してし

まうからだ。実際、同一年次の就職者で駅手になった者より機関士のほうが低い例が

発生していたのだ。こうして、機関車乗務員に、俸給表（賃金表）を別にして「圧倒

的に高い」賃金にしなければだめだという意識が作られるのである。 

 

二つの事件 

 

 機関車連盟の要求は、第一に「職階制」の修正であり、その内容は戦前並みの「圧

倒的に高い」待遇の回復であった。そして、それがただちに実現されない状況下で、

乗務粁日当、トンネル手当、技工制服問題など、機関区独自の待遇改善要求を繰り返

し提示する形で推進された。この要求が、機関車連盟の単独職能別協議会化＝機関車

協議会への改組、機関車協議会の交渉単位としての承認要求まで進むことは、以上述

べた経緯から容易に理解されるであろう。 

 そしてこの機関車連盟の闘いに、米占領政策の影が及ぶのである。その一つが、占

領軍の軍需輸送に対応する１億３千万トンの貨物輸送計画のもと、機関車乗務員の不
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足を補うため、１９４８年７月に、それまで二人乗務であった機関助士を一人とする

という要員対策が提示されたことであった。もう一つが、同じく７月に公務員の争議

権を制限するマッカーサー書簡が日本政府に発せられ、それに基づき公務員のストラ

イキを禁止した政令２０１号が公布されたことである。 

 これらは松山機関区事件を発生させ、新得機関区を中心とする職場離脱を生むこと

になった。他にも機関区をめぐる事件が起きているが象徴的なものとして、この二つ

の事件をとりあげる。 

 国鉄労組愛媛支部松山機関区分会は、７月１日実施された機関助士一人乗務を前提

にしたダイヤ改正に反対して、指定を無視した二人乗務や集団欠勤で闘っていたが、

７月末の政令２０１号公布でこの争議行為も禁止され、そのあと押しを受けた国鉄当

局が強硬姿勢に終始する事態となった。松山機関区乗務員会は８月１日から３日間を

かけて職場大会を開催し、「二人乗務を強行する。犠牲者を出した場合は無期ストに

入る」との決定を行った。機関助士一人であった仕業を拒否する事態を受けて、当局

は直ちに乗務員会会長ら５名を免職処分、これに反発した組合員が無期ストに突入す

る事態となった。当局は他の機関区等から応援を受け列車の運行を続けるとともに、

警察が政令違反を理由に乗務員会会長ら１０名を逮捕、徹底した弾圧のもとに事態を

終息させた。 

 もう一つの事件はこうだ。北海道の国鉄根室本線にあった狩勝峠を越える狩勝トン

ネルは、長く急勾配の上トンネル断面が小さく、特に登っていく列車は、蒸気機関車

の高熱の煙や蒸気が運転席にまとわりつき、乗務員にとっては絶えず窒息や火傷の危

険と隣り合わせの状態であった。身体の露出している部分に手拭いをまきつけなけれ

ば火傷をしてしまうほどの苛酷さであったという。機関士たちは粗悪炭の改善、トン

ネルの改修、手当の増額、軍手・手拭いの支給を求めて減車運転などで闘ったが、い

っこうに改善せず、１９４８年６月２３日、国鉄労組旭川支部・新得機関区分会の柚

原秀男分会長が労使の争議状態を苦にして自殺、続く８月１日、トンネル通過時に機

関助士二人が窒息する事故が起こる。これに憤激した新得機関区の５９人の青年組合

員が柚原の墓前に集まり、運動会の赤旗に書きなぐった「民族独立柚原青年行動隊」

を旗印に職場を離脱し、宣伝・扇動のために旅立った。 

 国鉄当局がこの責任を問い国鉄労組旭川支部の役員らを免職処分にしたことから、

富良野機関区の労働者１１０人が職場放棄、さらに追分、鷲別、苫小牧、遠軽、北見、

函館の各機関区に拡がった。政令２０１号違反として警察・検察が離脱者を検挙する

一方、共産党がストライキ禁止下の地域人民闘争と位置づけて煽ったことから、政令

２０１号に反発していた国鉄労組、全逓の労働者を中心に全国に職場離脱が拡大し、

この事件による国鉄での免職者だけで１００２人におよぶという膨大な犠牲者を生

み出したのだった。 
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機関区の仲間が犠牲になったことへの痛み 

 

 この多くの犠牲者が共産党員の扇動によって生み出されたことは間違いない。しか

し、機関車連盟はそのせいとばかりしたわけではなかった。１９４８年１１月９～１

１日の機関車連盟第３回全国委員会において、薄井政司会長が次のような挨拶をして

いる。 

 「この多数の処罰者のほとんどはわれわれ機関区関係の方々でありまして、この原

因については種々喧伝されているような直接的影響はあった事も事実ではあります

が、それまでの長い間、機関区従業員の不平不満がすでに爆発点に達し、最悪の条件

にあったことは誰しも認めないわけにいかないところであろうと思うのであります」 

 つまり、共産党の扇動を受け入れる素地として、機関区職場のとりわけ青年層の中

に不満があふれていたということだ。それぞれの実力行使における発端は、機関助士

の二人乗務の廃止、軍手・手拭いの支給、技工の制服貸与や汚損手当等の問題の解決

を求めていたところにあり、それらが国鉄当局はもとより国鉄労組本部にも受け入れ

られないことへの憤りにつながったと機関区の仲間たちは受け止めたのである。 

 政令２０１号に対する実力行使の中で、犠牲の大半を機関区の仲間たちが負ったこ

とはきわめて痛苦なことであったに違いない。そして、左右の対立とその後の、実力

行使そのものに批判的であった民同派の国鉄労組制覇の中で、多くの犠牲者に対する

国鉄労組本部の救済措置はほとんどなされなかった。 

 政令２０１号を前後する時期に集中した一連の事件を通じて、機関区の労働者の中

に、共産党に対してはもとより、右派民同に対してもぬぐい去ることのできない強い

不信感を抱かせることになった。 

 

単独職協から単独組合結成へ 

 

 この政令２０１号を受けて国鉄労組第５回臨時全国大会が４８年９月３０日～１

０月３日に金沢市において開催された。職場離脱の責任を問う激しい討論の末に中央

闘争委員会の不信任が可決、新三役に副委員長と書記長の任についていた共産党員が

排除され、民同派のみの構成となった。 

 この騒然とした大会でもう一つ決まったのが、国鉄労組運転協議会の分科会の一つ

であった機関車連盟を独立させ機関車協議会という単独職協とすることであった。機

関車連盟の念願がかなったものといえる。とはいえ、国鉄本部の交渉委員の一員とし

て団体交渉に参加するという形では自分たちの要求が実現できないと、全国の機関区

を代表する単独の交渉権を獲得することを求めてきた機関士らにとって、単独職協化

はその過渡的段階として位置づけられるものでしかなかった。 

 ４８年１１月９～１１日、第１回機関車協議会全国委員会を熱海市で開催し、規約、
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運動方針、役員を決定し、機関車協議会を正式に発足させた。薄井政司議長、石原副

議長、近藤事務長の体制で、方針として「職能連合組合」を提唱し、機関構成を職能

別比例代表により配分すること、団体交渉は職協との直接交渉とするなどをめざすこ

ととした。 

 ４９年４月２１日、琴平での国鉄労組第６回大会で迫り来る人員整理への対応をめ

ぐって左右の激論が闘わされたが、機関車協議会は、「職能別協議会を交渉単位とし

て認めよ」という提案を行い、「職協委員は団体交渉の補助委員とする」との緊急動議

が可決したことで、結果として機関車協議会の提案は退けられた。 

 その後、下山・三鷹・松川事件、国鉄職員約９万５千人の解雇、国鉄労組「指令ゼ

ロ号」に基づく第１６回中央委員会（８月１５日・成田市）で共産・革同の左派を完

全に排除した執行部の確立という激動期を経て、４９年１０月１４～１７日、国鉄労

組第７回臨時大会が塩原で開かれる。この大会は成田中央委員会で確立した民同派の

主導権のもと組合方針を転換することに大きな主眼があった。全労連からの脱退と総

評加盟、政令に準じて総罷業を字句の削除、組合員資格を従業員に限定し解雇された

者の組合員資格を認めないこと、などに議論が集中した。この場で「職協代表を交渉

委員に」という提案もなされたが否決された。 

 国鉄労組の年史『国鉄労働組合２０年史』の第７回大会の説明に１行たりとも触れ

られていない職協問題での「否決」は、だがしかし、機関車協議会をして単独組合結

成へと向かわせる引き金となった。 

 １９５０年３月９日には、新鉄、高鉄、仙鉄局管内の機関車乗務員の単独労組結成

同盟有志が集い、結成のための専門研究機関を発足させており、この時点ですでに仙

台では結成準備会を結成するに至っている。 

 ５０年５月１１日～１２日、機関車協議会第４回全国委員会（山形県温見）はこの

流れを決定づけた。単独労組結成について賛否は分かれたが、「現在の組合はあきた

らない。石炭節約益金の問題でも中闘はたよるに足らない。今日は何といっても事務

官僚万能であり…この事務官僚と結び付いているのが現国鉄民同の姿である。中闘に

たよっては百年河清を俟つに等しい。機労を作ってこれを打破するしかない…」と強

く主張する者もあり、次の決定がなされた。（※「事務官僚」とは国鉄の職員局をさす

と推察される） 

 ①国鉄労組を職能を中心とした組織に改善する、②職協に交渉権を持たせるべく本

部に規約改正を求める、③最悪の場合（国鉄労組大会で否決された場合）単独労組結

成の準備会を持つ、④本部の充実を期するために機関車会館を建設する（※「本部」

とは国鉄労組のではなく機関車協議会のこと）。 

 

機関車協議会の奮闘と敗北 
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 この決定は、機関車協議会に単独の交渉権を与えるか、それとも単独労組か、と国

鉄労組本部に迫るものだ。機関車協議会として退路を断ち、最後の闘いに打って出よ

うという決意が伝わる。 

 続く５０年６月２８日～７月１日の国鉄労組第８回大会（登別）で、国鉄労組本部

と機関車協議会は真正面からぶつかりあうことになる。この大会は、国鉄当局が機構

改革を行ったことから、全国２７の地方鉄道管理局単位に地方本部を置き、その下に

支部、分会を作るというように国鉄労組組織を改編することや、総評加入問題などの

運動方針が中心的な議題になったが、職協問題も議論の俎上にのぼった。 

 本部は基本方針に「労資協調主義と職能別組合主義を排除する」との内容を盛り込

み、職協は職能別専門委員会制度とし、中央本部・地方本部に別個に設置し、費用も

所属組織ごとに支給するとする組織改正案を提出した。それまで機関車協議会は、本

部からの交付金も独自の会費も協議会本部が集めて、地方に分配するという体制を維

持しており、そのことが組織の縦割りの指導体制を保つ力となっていた。本部案は、

一つの職能的組織として全国、地方、下部の有機的なつながりを断つことを目的とし

たものだった。 

 これに対して、機関車協議会は全国の地区から選出された機関区出身代議員を密か

に集め、規約改正小委員会に論客を送り込み、ここを闘いの場とした。その結果、小

委員会で機関車協議会の主張が通り、職能別協議会に交渉委員を認めるとの決定を勝

ち取るに至った。ところが、本部はこの決定を認めず、地方本部結成を含む規約改正

のすべてを保留するとして、本部に整備委員会を設置し、結論ができあがり次第臨時

大会を開催し組織改正を行うという本会議決定となってしまったのである。 

 整備委員会の結論を受けた国鉄労組第９回臨時大会（５０年１０月１２～１４日、

松江市）において、①単一組合を堅持する、②地方本部を設置する、③職能別協議会

の交渉制度を廃止する、との方針を提起、機関車協議会は「職協に交渉権を与えよ」

と提案したが、賛成１９８、反対２３４、白紙２で否決された。 

 

単独組合に「待った！」をかけた者 

 

 この国鉄労組大会決定を受け、１９５０年１１月１５～１６日、機関車協議会は第

５回全国委員会を福島県飯坂市で開催し、次の決定を行った。 

 ①国鉄労組松江大会の決定をもって「最悪の時期」と認定する、②機関車単独労働

組合結成準備会を設置する、③あらゆる手段を講じて単独組合結成に至るまで組合員

を獲得する、④準備資金３０円を徴収する、等というものだ。 

 ついに火ぶたが切られ、この日を境に、機関区の労働者の国鉄労組脱退が開始され

ることになった。機関車労働組合結成まで、あと半年である。 

 ところが、である。これにＧＨＱ（連合国軍最高司令官総司令部）が「待った」を



10 

 

かけてきたのだ。機関車協議会全国委員会の直後、機関車協議会は、ＧＨＱの労働課

長エーミスに出頭を命じられ、１１月２２日に機協三役が面会している。この面会に

ついて、国鉄労組の機関紙「国鉄新聞」１９５１年１１月２２日号に２つの記事が出

ている。 

 一つはエーミス労働課長が機協三役に対して発言した内容だ。「私の職権からでな

く米国労組の役員として友人として君達に勧告する。アメリカには職能別労組はある。

しかし米国において労働運動をやってきた私の経験や、日本に来て労働問題に関係し

て来た経験から云って、国鉄の様な所では現在の単一組織が最も良いと考えている。

米国でも職能別組合から産業別組合へと発展的整備の傾向を強く示している。従って

職能的に組合をつくろうとする考えは誤りと思うから考え直したらどうか」と紹介さ

れている。 

 もう一つは、それに先だつ１１月１７日に国鉄労組中闘が呼び出され、ＧＨＱ労働

課のバーローが発言したとされる内容だ。「少なくとも四年の歴史を経て国鉄労組が

団結した今日、これを分裂させる様な行き方は賛成しない。私としてはそういう風に

ならない様に援助したいと思う」と言われたという。そして国鉄労組は、この内容を

もとに「機労結成に対しＧＨＱが中止を勧告した」とキャンペーンを張った。 

 ＧＨＱはなぜ機労結成に反対したのか。共産党の組織と見誤ったという説もあるが、

そうではないだろう。ＧＨＱは、１９４８年以来、労働組合育成の方針を転換し、労

働運動への積極的な介入を進めていた。その結果、政令２０１号公布と定員法による

大量解雇の過程で各組合に民同が結成され、民同指導下の組合が相次いで産別会議を

脱退、１９５０年７月に総評が発足した。 

 そのＧＨＱの労働政策の中心的役割を担っていたのが国鉄労組民同であり、国鉄労

組加藤閲男委員長は外遊を繰り返し、国際自由労連結成に参画するなど破格の厚遇を

受けていた。左派を排除しようやく確立した新生国鉄労組に楯突く機関車労組はたと

え共産党とは縁遠い存在だったとしても、ＧＨＱにとって迷惑千万だったに違いない。 

 ＧＨＱが機労結成に否定的だという事実は機協役員にとって極めて深刻だったら

しい。「動労三十年史」に掲載された機労結成準備委員による座談会にこうある。 

《兼高ＧＨＱは機労結成の動きを、共産党の指導によるものと考えていたようです。

当時は６月２５日に朝鮮戦争が勃発したばかりという状勢であったし、７月にはＧＨ

Ｑのきも入りで総評が結成された直後で、総評・国際自由労連とつながる国労を割っ

て出るということで、ＧＨＱににらまれたわけで、私などＧＨＱに身辺を洗いまくら

れました。当時の結成準備委員は、沖縄へ強制労働に送られるかもしれないと覚悟し

ていたものです。》 

 

心強い味方 
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 困り果てた機協役員が相談したのが亀井貫一郎という人物だった。機協の副議長、

後に初代機労委員長になる瀬戸敏夫が、神奈川県山北地方という国鉄出身者の多い地

域のボス的存在で、ときどき亀井を呼んで講演会をしており、その伝手を頼った。一

部始終を話したら「よし、わしがよく説明してやる」となったらしい。 

 亀井貫一郎は、戦前東大卒業後に外務省に入省しており、英語も堪能でＧＨＱとの

交渉に最適任の人物であったろう。戦争中は大政翼賛会総務兼企画局東亜課長、財団

法人聖戦技術協会理事長を歴任、政財界にも太いパイプを持っていた。 

 機関車協議会は同時に、機労結成と交渉権獲得という大目的に向かって労働法に詳

しい協力者を求めており、当初は末弘厳太郎に声をかけようとしていたという。その

話を聞いた亀井が「末弘先生は国労びいきだから駄目だろう。桂先生は反末弘派だか

らよかろう」と助言したことで桂たかし（皋）に協力を要請することを決めたという。 

 桂は、戦争が終わった直後の１９４５年１０月に労働法制審議会委員となり、労働

三法の法案起草に携わっている。同時に中央労働委員会公益委員を務めるなど、名前

の出た末弘と並び労働法制界の重鎮中の重鎮であった。法案起草の過程でＧＨＱとも

深い交流があったことが推察できる。 

 機労結成準備会は１９５１年２月６日夜、桂たかしと上山義昭と懇談し、機労準備

会と交渉単位要求の法的裏付けを得るために協力を求め、「両氏は我々の主張に賛成

し、全面的に協力することを約した」との報告がある。上山は弁護士で、かつ駒沢大

学教授で、両氏は３月３０～３１日の機労結成準備大会で正式に顧問就任が決まり、

先の亀井とともに機労を支え続けることになる。 

 機労結成に携わった元役員たちは、亀井・桂・上西がいなかったら機労結成はでき

なかったと口をそろえる。 

《車田 亀井先生と桂先生は、いい組み合せだったですよ。亀井先生は政治工作とか、

パーッと吹きまくって大衆を引きつけることに傑出した人。桂先生は緻密に物事をま

とめるという才能がものすごい、りっぱな人、とにかくあの二人を引っ張り込んだと

いうのは、結成に大きなポイントを持ったということだね。 

新井 あの頃、機労をつくろうとした人たちは、労働運動の主流をやった人ではない

し、組合運動の経験もあまりないし、とにかく情熱というか、そんなものが先行して

いて、労働情勢の分析・法律解釈・交渉単位など、間題点を自分たちで研究して解明

する力がなかったと思うんですよ。 

兼高 機労は職場の活動家がつくった組合なんだ。イギリスの労働運動の初期のフェ

ビアン協会、要するに知識人学者グループが知的なバックアップをし、職場の活動家

が人類愛・労働者愛に燃えて運動をつくりだして行った。機労結成の情勢は、それに

似てますね。》 

 

機関車労組と「交渉単位」 
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 この桂たかしが特に尽力したのが、機労の「交渉単位」獲得の問題だ。 

 現在では耳慣れない言葉となった「交渉単位」とはどういうものか。先に述べた公

務員のストライキを禁止するマッカーサー書簡の内容を緊急に実施するために発せ

られたのが政令２０１号であったが、これを法律として整備したのが１９４８年１２

月に成立した公共企業体労働関係法（公労法）で、翌４９年に発足することになる国

鉄と専売の２つの公共企業体を対象とした法律であった。 

 「交渉単位」はこの公労法に盛り込まれた制度で、公務員のスト権剥奪という大問

題の陰に隠れて議論の対象とならなかったものだった。アメリカのワグナー法をモデ

ルにして作られ、公共企業体とその職員の代表が協議して交渉単位を決め、その代表

に排他的な権限を与えるという内容になっている。 

 つまり、交渉単位の決定者は国鉄当局と国鉄労組となり、たとえ国鉄労組から独立

し機労をつくっても、国鉄労組が認めなければ交渉権を認められないことになる。最

近の個人加盟ユニオンのように、一人でも組合員がいれば団体交渉が認められる現在

の制度から見ると考えられない制度だった。 

 「機関車労働者に交渉単位を」の要求は国鉄労組内にあっては実現できないとして、

１９５１年５月に結成大会を開き、機関車労働組合を誕生させた。１９５２年３月、

機労中闘は、労働省が示した国鉄全職員を一つの交渉単位とし国鉄労組と機労から交

渉委員を出すという妥協案を提案したが、中央委員会で多数決で拒否。中闘は一度総

辞職し、交渉単位獲得が組織の総意であることを確認し再選され、３日後に国鉄本社

横での無期限ハンストに突入することになる。機関士の優遇措置の復活のために国鉄

労組から独立した団体交渉権を求める闘いは、執行部の妥協的な姿勢を組合員が批判

する中で貫かれるのである。 

 桂たかしが晩年になって、機労執行部９名が無期限ハンストのさなかに、夜中こっ

そり弁当を食べていたと証言している。真偽のほどはわからないが、下からの突き上

げでハンストに突入せざるをえなくなった執行部の困惑ぶりは想像できる。 

 このハンストは、国鉄当局の「機労の自主性をいかしたい」という言質を得て３日

目に終了しているが、その後も交渉単位の獲得はならなかった。 

 機労は国鉄労組職協時代からの闘いの積み重ねで、交渉単位制度そのものが労働者

の基本的権利を侵害していると確信し、その廃止を求める闘いを呼びかけた。この主

張が思いのほか支持を受けていくことになる。 

 １９５４年３月、機労は「交渉単位制廃止と並んで自主的団交権の確立をめざす」

として遵法闘争、休暇闘争に突入、ついに国鉄労組、国鉄当局が機関車単位の交渉権

設定を認め、歴史的な勝利を果たしたのであった。 

 交渉単位制度は、同年の審議会で廃止が答申され、１９５６年に公労法改正で正式

に廃止された。当時、この制度に関係していたのは機労のみで、交渉単位制度の矛盾
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と非合理性を暴きその廃止に追い込んだのが、戦後以来の機関車労働者の苦闘であっ

たことに疑いの余地はない。 

 

動力車賃金表の実現 

 

 機労は、国鉄労組から自らを独立させ、交渉単位を獲得するという形で団体交渉を

行う権利を得た。しかし、そのことは機労の目的を達成するための一里塚に過ぎない。

その目的とは言うまでもなく、戦後の万人平等主義的な生活給を色濃く反映した賃金

制度を改め、機関車乗務員が戦前獲得し、守り続けてきた既得権を回復することにあ

った。 

 機労は、１９５１年の結成当初は、運転考査制度の導入計画を踏まえ、その責任に

相当する給与として月額３０００円を求める運転考査裏付け要求を掲げた。翌年には

この要求を取り下げ、機関区職員の給与の一律３０％増額を掲げるとともに、戦前と

同じように職務初任給を導入するように求めた。 

 これらの機関車乗務員の優遇を求める要求は、１９５４年に職種別賃金要求として

まとめ上げられ、そこに個々人の年齢・勤続年数を反映した俸給額を、号俸別基本給

表で示すということをめざした。この職種別個別賃金要求は、公労委の調停内容にも

影響を与え、国鉄労組に配慮する国鉄当局が難色を示しながらも、制度実現への機運

を高めていった。その後も辛抱強く要求を続ける中で、１９５６年１２月に公労委仲

裁委員会は機労の要求を認め、当局が機労のみと交渉して決定することを認めた上で、

動力車乗務員の賃金制度改定案を示すことを求めるに至った。その交渉を経て、公労

委は翌５７年２月、基本給の平均２％、約３００円の格差をつけるよう求める裁定を

下した。この裁定に基づき国鉄当局は、動力車乗務員の賃金は一般職員に対し基本給

において一人平均３００円の格差とすること、動力車乗務員基本給表、職群および裁

定最高号棒については別に定めるとした「了解事項」を認めた。 

 こうして、機労の結成前からの目標であった基本給表の別建てと格差をついに獲得

したのであった。交渉単位獲得から格差賃金実現への闘いを支え、ときに激しく執行

部を突き上げた職場組合員のエネルギーの存在を感じ取ることができる。一連の流れ

をみると、機労の職能的な精神とは、必ずしも自分の待遇をよくしてもらうことを意

味していないと考えられる。 

 機労を成り立たせているものは、職能意識、別の言い方をすれば機関士という誇り

高い仕事を正当に評価せよという集団の総意である。当時の共産党や社会党が主導権

を握っていた他の労働組合と比較して、その団結力や戦闘性において負けていないば

かりか、凌駕しているとさえいえるのである。 

 この格差賃金を実現した１９５７年の春闘で、機労は三役の解雇をはじめ大量の処

分を受けた。国鉄当局は機労、国労に対して、解雇者を抱えた執行部とは団体交渉を
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行わないと通告、公労委が「非解雇者を組合代表とするため速やかに臨時大会を開催

し善処すること、当面非解雇者の中執を組合代表とし交渉を再開すること」等の「藤

林あっせん案」を提示した。国鉄労組がこれを受諾したことに対し、機労は一人これ

を拒否して解雇三役を再選し、以降１年以上にわたって交渉の道を断たれることにな

った。機労にとって生命線ともいえる交渉権を断たれても筋を通し、ＩＬＯなどの国

際組織に訴え、ついにＩＬＯ８７号条約批准に道筋をつけていく姿をみると、機労の

職能的な精神がいかに強靱なものであるのかがわかる。 

 

その職能的性格と団結力 

 

 この機労の結成に至る経緯をどう見るかについて、「国鉄労組東京地方本部２０年

史」の見解が当時の一般的な意見と思われるので紹介する。同書では、「機協脱落の原

因」として次の３点をあげている。 

 第一に、「１９４９年以降この時期まで賃金闘争その他の面で、政府当局の厚い壁

によって充分な前進がみられず、限られたわく内での配分をめぐって職種、地域のあ

いだで矛盾が高まっていたという事情がある。」「機協の場合には、国鉄における機関

職種という考え方があり、その矛盾を職能的利益を追求する形で解決しようという」

「この矛盾は統一した力によって総体としての前進をかちとる以外には解決の道は

ないのであるが、国鉄労働組合が実力闘争によって壁をうちやぶるところまで前進し

ていない段階での組織上の弱さが表面化したということ」としている。 

 第二に、「（当時の国労の方針に）『当局各幹部、現場長等の不当労働行為が明白なと

きは、断固として追及する』という１項があることからもわかるように、当局側から

の一定の働きかけがあったことも否定できない」ということ。 

 第三に、「社会党の左右対立がからんでいた」ということだ。国労は社会党左派を支

援する有力な部隊となっており、社会党右派は国鉄のなかに拠点をつくるために機労

を積極的に支援したというものだ。 

 第一の主張は、全体として賃上げを勝ち取れなかったことが職種間の対立を生んだ

と言っているが、そもそも機関車協議会は自分たちの賃金を他の職種より高くせよと

要求しているのであって、一律に全体の賃金を底上げするという方向性自体に否定的

なのだ。つまり、この主張は、機協の主張は誤っているが是正できなかった、という

ことを確認しているにすぎない。しかし、当時の社会状況を考えると、国労本部が機

協要求に理解を示せなかったのも無理からぬことのようだ。 

 国鉄の業界紙ともいうべき「交通新聞」の記者で、必ずしも国労寄りとは言えない

有賀宗吉が『国鉄の労政と労働運動』でこう言っている。 

 いよいよ機労結成に動き始めた１９５１年２月のこと、「国鉄の記者クラブへも、

準備委員が揃って説明にきた。国労の横暴と単独組合結成の必要性を熱心に説明して
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いたが、私にはまだ半信半疑だった。…余りにも自己中心主義で、これが果たして組

合運動だろうか、と疑問に思われ、意見がなかなか納得できなかった記憶がある。生

一本で真面目な人達だった」。国鉄の外から見ても違和感のある要求だったようで、

有賀は分裂の過程を親子げんかにたとえ次のように表現している。 

「無理解なオヤジだと、子供が怒って家を飛び出そうとしていたのを、最初はなだめ

すかしていた親父も、余りにもわがままだ、といって勘当することになったというよ

うな具合だった。」 

 第二の「国鉄当局の関与があった」という主張だが、そういう側面があったことは

間違いない。 

 たとえば、動労の年史に、機関区連盟と呼ばれていた時期、国鉄労組の中で連盟要

求が斥けられていた背後で、連盟が国鉄内の運行を司る部局である運転局と密かに交

渉を繰り返していたことが紹介されている。４７年１０月には運転局より「責任技量

手当」の支給が提案され機関区連盟内で議論されているが、賃金・手当を所管する職

員局給与課に知らされないままで、発覚後、職員局は運転局に不満を表明するという

「事件」もあった。背景に職員局と運転局の対立＝主導権争いが存在した。 

 先の有賀は「また陰では（機労を）『木島組合』などと呼んだりした（木島虎蔵は国

鉄運転畑の大御所的存在で、輸送局長・理事を歴任、後に参議院議員、日本通運会長）」

と運転局との関係の深さを伝えている。事実、１９５３年の参議院選挙に立候補した

木島を「われらの職能代表」と機関紙に紹介して全面的支援を決定、機労中央委員会

に招かれた木島も「今次選挙闘争こそは勤労階級代表の意志を明示させるべきとき」

と挨拶し、万雷の拍手を浴びた。のちに木島が民主党（現・自民党）に転身した後も

親密な関係を維持し続けたという。 

 もっとも、この時の状況について、機労結成のメンバーらは、のちに次のように語

っている。 

《新井 問題は何のために実現しようとしたか、ということが大切なことだと思うん

です。当時、生活給主体のすべての施策というか、ときの流れに抗して、われわれは

不満をもっており、運転官僚は管理体制のなかに不満をもっている。それがたまたま、

低落しつつあった機関車乗務員をはじめとした機関区労働者の待遇をどこかで歯ど

めしなければならない、という点で一致して、有機的に進んでいったのが現実で、利

用したとか、利用されたとかという問題はまったく別のことと考えるべきでしょう。 

車田 こっちが利用したのは事実だ。あちらはあちらなりに利用しようとしたかも知

れないが、それをことさら大声でいうのは、ためにする宣伝で本質的な問題ではない

と思う。》（「動労３０年史」） 

 第三の社会党右派からの働きかけという点については、そういう形跡を見出すこと

はできなかった。むしろ、国労内の左右のイデオロギー対立を否定してきたという経

緯から、機労には、組合運動をことさら経済的利害の追求に限定する傾向が強かった。
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先の１９５３年の選挙でも、左右社会党、労農党を均等に推薦しており、参院全国区

では木島とともに右派社会党の候補者を推薦しながら、実際には木島一本で選挙支援

を行っている点をみても、右派社会党との結びつきが強かったようには見えない。 

 国労東京地方本部の見解を検討してきたのは、機労結成の原因を外部勢力の「利用」

として描き出す、よくある見方を確認しておくためだ。そのうえで、確かにそういう

側面もあったろうが、機労結成の主たる力は機関士を中心とする機関区で働く労働者

の内的なエネルギーだというのが結論である。 

 これまで示してきた機労の要求の異質さと実現に向けての一途な取り組みがその

ことを明らかにしているが、加えて、象徴的なエピソードを紹介する。 

 

機関車会館完成は結成前 

 

 機労が「交渉単位」獲得に全力をあげ、１９５４年３月に国鉄労組、国鉄当局が機

関車単位の交渉権設定を認めたことはすでに見てきた。 

 この直後に開かれた機労中央委員会の模様を、有賀が語っている。「（その中央委員

会は）『交渉単位獲得記念集会』だったと思う。執行部が遠慮しているのに、執行委員

の旅費増額など、中央委員のほうから提案し、全会一致で可決している」。 

 機労組合員はよほどうれしかったに違いない。議事録をみると、執行部が「もうす

ぐ大会があるから、そこで議論してはどうか」と答えると「交渉単位獲得まで我慢し

ようと議論してきたのだから早く規約・規則を改正しよう」と訴えるやりとりが営々

と続いている（むやみに長い議論をするのが機労の作風だったらしい）。厚い人情を

感じさせる機労独特の雰囲気が伝わってくるとともに、いかにこの要求にこだわり続

けてきたのかを窺い知ることができる。 

 さらに、当労働資料館が入っている「目黒さつきビル」は何度かの建て替えを経て

いるが、そのルーツは「機関車会館」である。むろん機労の本部事務所ともなったの

だが、実は会館落成は機労結成前のことだ。 

 会館建設は、国労内の機関車協議会であった時期の１９５０年５月の第４回全国委

員会で、石炭節約報奨金の一部（一人平均４０円）を建設資金として各地協より拠出

して建設することを決定し、第一次の工事が機労結成の１ヵ月前に完成した。 

 機関車協議会の機関紙「機関車会報」５１年４月８日号に《お待ちかねの機関車会

館も殆ど完成しましたので、４月１日から使用開始することになりましたから状況の

節はご利用ください。（米持参の事）一泊（２食付）２５０円》などと書かれている。 

 その１ヵ月後の５月に機労の結成大会が開催され本部が置かれたが、機関車協議会

の組合員のうち３分の１ほどが国労にとどまっていたことから、機労と国労残留組と

の間に争いが生じた。国労機関車協議会は、所有権は機関区従事員にあるとして会館

の共同運営を求めたが機労は拒否した。実は、同年１０月に当局から「鉄道用地使用
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承認書」を機関車労組名で受け取り、ちゃっかり法務局に登記を済ませていたことか

ら法的に争う余地がないと自信をもっていたのだ。 

 当時国労本部は国鉄本社の５階に間借りしていた状態で、国労会館が落成するのは

５３年のこと。そのことと比較しても、組合員一人ひとりがお金を拠出し会館を建て

るという経緯は機労の求心力の強さを感じさせるものである。 

 

転機 

 

 機労の悲願であった格差賃金を実現した１９５７年は、「国鉄近代化５ヵ年計画」

が実施に移される年でもあった。約６０００億円の資金のもとに進められた計画内容

は、戦中からの老朽化した設備、車両の更新を行うに際して、全面的な電化・ディー

ゼル化を進めるというものであった。さらに、１９６１年からの「新５ヵ年計画」で

は年間２０００億円を投入し、主要幹線の複線化等に合わせ、動力車近代化を強力に

進めるというもので、蒸気機関車は６０年度末の４０００両を６５年度末に２６００

両まで減らすという計画だった。 

 機関士という高級な職種にふさわしい待遇を求めるという一致点のもと結束する

機関車労働組合にとって、蒸気機関車の激減は深刻な問題であった。高い技術力と豊

富な経験がものをいう蒸気機関車からの転換は、かつて産業革命とともに消滅してい

ったギルドと同様の運命をもたらす構造的変化であった。 

 これに対して機労執行部は次の方策をとった。 

 第一に、動力車近代化に対して、事前協議を求め、基地統廃合、電車・ディーゼル

車の基地への転勤などに対して、可能な限り規制する。並行して、内達１号の基本的

な枠組みを堅持し、その上で乗務キロ、乗務時間の制限をかけ労働強化に歯止めをか

けることである。６１年の３・１５闘争とその後の交渉においてこれらは勝ち取られ、

『動力車運動史』では次の評価を与えている。「かつては当局の一方的通達によって、

不定量の労働を際限もなく搾取されていた国鉄労働者が、たんに仕事に応じた賃金の

みならず、自らの提供する労働量そのものをも、たんに外延的ばかりでなく内包的に

も、その密度にいたるまで団体交渉によって厳密に規制するにいたったことは、まこ

とに称賛と驚嘆に値する」。この妥結は、この時代の最大の成果と言ってよい。 

 第二に、１９５９年の第９回全国大会において、組合組織の対象を機関区の枠内か

ら、電車区・気動車区などに広げ、組合の名称を「国鉄動力車労働組合」に改称した

ことだ。それは、蒸気機関車廃止に伴う機関区・機関士の漸減と新たな職場への転勤

に対応するとともに、新職場を積極的に組織化していくことを意味した。 

 第三に、格差賃金実現を達成したことを基礎に、１９６０年に第二次職種別個別賃

金要求を確立し、あるべき昇級基準に近づけるための是正をめざすなど、勝ち取った

動力車乗務員基本給表の改善へと向かったことだ。 
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 交渉力に自信をもち、実際に多くの成果を得たが、しかし、急速な近代化政策の強

行のまえに労働組合としての組織力が試されるようになっていた。そしてこの後、機

関車労働組合は「鬼の動労」へと急速に変転していくことになる。（了） 


